
平成２４年度 第１回 小樽市コンプライアンス委員会の議事録 

 

１ 日 時 平成２４年７月２日（月） 午前１０時～午前１１時５０分 

 

２ 場 所 市役所別館３階 第２委員会室 

 

３ 委員出席者 鹿角健太委員、山口均委員、結城洋一郎委員 （五十音順） 

 

４ 市の出席者 市長、総務部長、総務部コンプライアンス推進室長ほか 

 

５ 協議事項等 

(1)  正副委員長選出 

(2)  委員会の公開・非公開について 

(3)  コンプライアンス委員会の位置付けと役割について 

(4)  「小樽市職員の倫理向上に向けたコンプライアンス推進方策」の取組状

況について 

(5)  コンプライアンスハンドブックについて 

(6)  今後の委員会開催について 

(7)  その他 

 

６ 議事概要 

(1)  委員長に山口委員を、副委員長に結城委員を選出した。 

(2)  委員会については原則として非公開とするが、定期的な委員会の議事概

要については、市のホームページに公表することとした。 

～ 委員長の指示により、報道関係者が退出 ～ 

(3)  小樽市職員倫理条例や小樽市職員倫理条例施行規則（施行規則は８月中

に掲載予定。）に基づき、委員会の設置や会議、組織等について市から説

明がなされた。 

委員からは、①公益通報の利便性を高めるため、公益（目的）通報書は、

市のホームページだけではなく、別途配置先を検討すべきとの意見、②ハ   

ラスメントについては、公益通報として扱うのかとの質問、③不正をした

職員の処分を本委員会で扱うのかとの質問などがなされた。 

① については、配置先を別途検討する。 

② については、市政運営に関するものであれば受ける。 

③ については、職員分限懲戒審査委員会という職員の処分を扱う委員会

が別にあるため、本委員会では職員の処分は扱わない。 

http://www.city.otaru.lg.jp/docs/00/04/03/23.pdf
http://www.city.otaru.lg.jp/docs/00/04/03/24.pdf


などが確認された。 

(4)  小樽市職員の倫理向上に向けたコンプライアンス推進方策に基づき、再

発防止策として掲げられている１０項目が順調に取り組まれていること

が確認された。 

(5)  本年９月に全職員へハンドブックの配布を予定しており、その内容は市

のホームページを通じて公開することにしているため、一定の期日までに

委員からの意見や提言を事務局で集約することとした。 

(6)  定期的な委員会の開催は年２回とし、次回は来年１月下旬から２月上旬

までの間に開催することが確認された。 

 また、随時の案件がある場合は、各委員の日程や時間調整をした上で、

随時集まることについても確認された。 

http://www.city.otaru.lg.jp/sisei_tokei/compliance/owabi.data/compliance_policy.pdf

